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株式会社日立物流西日本
代表取締役社長　坂口　和久

貸 　 借　  対　  照 　 表
（2022年3月31日現在）

（単位：千円）

科　　　　　目 科　　　　　目 金　　　額

【資産の部】 【負債の部】

16,182,353 10,156,703

77,542 3,406,532

47,856 615,750

693,782 512,582

7,042,417 3,465,970

19,715 1,751,395

373,215 265,897

77,951 25,691

7,598,435 56,040

192,107 56,843

18,900 4,694,853

40,428 1,539,375

7,266,491 1,780,222

4,932,369 1,350,670

1,852,648 16,600

45,884 7,984

202,141 14,851,556

148,393 【純資産の部】

355,737 8,597,288

1,276 200,000

2,326,287 60,000

133,051 60,000

122,618 8,337,288

10,432 50,000

2,201,070 8,287,288

2,990 4,222,000

890,586 54,660

1,304,818 4,010,628

2,675 8,597,288

23,448,845 23,448,845

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

固 定 負 債

未 払 法 人 税 等

買 掛 金

1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金

預 り 金預 け 金

前 払 費 用

未 収 入 金

リ ー ス 債 務

売 掛 金

受 取 手 形

未 収 消 費 税

差 入 保 証 金

電 子 記 録 債 権

繰 越 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

金　　　額

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

負 債 合 計

株 主 資 本

流 動 負 債

資 本 金

前 受 金

そ の 他

リ ー ス 債 務

未 払 費 用

未 払 金

無 形 固 定 資 産

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

ソ フ ト ウ エ ア

負 債 純 資 産 合 計資 産 合 計

純 資 産 合 計そ の 他

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

利 益 剰 余 金

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産 固定資産圧縮積立金

長 期 前 払 費 用

第 ５１期 決 算 公 告

2022年6月20日

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

構 築 物

土 地

機 械 及 び 装 置

長 期 借 入 金

建 物

退 職 給 付 引 当 金

預 り 保 証 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

そ の 他

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品



（単位：千円）

科　　目 金　　　　　　額

67,198,206

57,236,812

9,961,394

3,941,601

6,019,792

87

3,871

2,384

1,419

6,959

1,381 16,103

64,446

6,444

3,356 74,246

5,961,649

1,403

13,429

42,384

2,682 59,899

18,306

55,747

62,385

128,292 264,732

5,756,816

1,804,348

△ 51,106

4,003,574

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

物 品 売 却 益

雇 用 助 成 金

そ の 他

当 期 純 利 益

経 常 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額

特 別 損 失

そ の 他

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

固 定 資 産 売 却 益

特 別 利 益

固 定 資 産 除 却 損

リ ー ス 解 約 損

火 災 損 失

減 損 損 失

リ ー ス 解 約 益

政 府 補 助 金

損 　益 　計 　算　 書
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日

受 取 配 当 金

損 害 賠 償 金

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 外 費 用

売 上 総 利 益

売 上 高

売 上 原 価

営 業 利 益

受 取 利 息

支 払 利 息

営 業 外 収 益

そ の 他

事 務 協 力 費



(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　満期保有目的の債券　　　　  　　　　 　　 償却原価法
　子会社株式及び関連会社株式　　　  　　　　 　　 移動平均法に基づく原価法
　その他有価証券（時価のあるもの）　  　　  期末決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
  移動平均法により算定）

　　　　〃　　　（時価のないもの）　  　　  移動平均法に基づく原価法
(2) 棚卸資産 移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は、収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております)

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 (リース資産を除く) 定額法
(2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法
(3) リース資産 　 　　 　  　        　  　   

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の

方法を採用しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリー

ス取引開始日が2008年3月31日以前のリース取引について

は通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　期末債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

(2) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
おります。

　① 退職給付見込額の期間帰属方法
　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
　定式基準によっております。

　② 数理計算上の差異の費用処理方法
　　数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間(14～22年)による定額法により、翌事業年
　度から費用処理しております。

(3) 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

４. 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

５. 収益及び費用の計上基準
　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日改正）及び「収益認識に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年3月26日改正）を適用しており、以下の5ステップアプローチに基づき、収
益を認識しております。

　　ステップ１：顧客との契約を識別する。
　　ステップ２：契約における履行義務を識別する。
　　ステップ３：取引価格を算定する。
　　ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
　　ステップ５：履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を認識する。

　当社は、顧客の要望に合わせて総合的な物流サービスを提供しており、顧客との契約に当たっては、契約が備えるべき特性
の存在及び経済的実質が契約へ反映されている事を認識するとともに、当該契約の下で顧客へ移転することを約定した財又
はサービスの識別を行い、個別に会計処理される履行義務を識別しております。
　取引価格の算定においては、顧客へ約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額
で測定しております。なお、顧客との契約には重要な金融要素は含まれておりません。
　当社では取引価格を各履行義務へ配分する必要のある契約を有しておりませんが、将来、配分の必要性のある契約が締結
された場合には、各履行義務を構成する財又はサービスを独立販売価格の比率で配分し収益の認識を行うこととしております。
　収益の認識は、履行義務が要件を満たす場合に限り、その基礎となる財又はサービスの支配を一時点又は一定期間にわた
り認識しております。

(会計方針の変更に関する注記)

個　別　注　記　表



(収益認識に関する会計基準等の適用)
　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日改正）及び「収益認識に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年3月26日改正）（以下あわせて「収益認識会計基準等」という。）を当事業
年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当
事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に
加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
　この結果、繰越剰余金の期首残高は5百万円減少しております。また、当事業年度の売上が4百万円、売上原価が2百万
円、営業利益、経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ2百万円減少しております。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)
　当社は、「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2020年3月31日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10項　2019年
7月4日 )第44項-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって
適用することとしております。なお、これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。


